
令和 2 年度 上 半期 指定管理者管理運営状況シート

１．施設の概要

非公募

利用料金 料金徴収なし

２．利用状況

３．業務の履行確認

施設修繕

下記の観点からの修繕実施状況
・迅速な修繕の実施
・指定管理者のノウハウを生かした修繕・整備

・トイレの水道修繕
・エアコンの一部水による洗浄
・非常灯の修繕

危機管理・
法令遵守

①個人情報の保護
②非常時の対応策
③関係法令の遵守

・ふれあいの館白山　新型コロナウイルス感染防止対策運営
マニュアルの遵守
・岐阜市シルバー人材センター個人情報の保護に関する規程
の遵守
・１２月予定の合同避難訓練にて緊急時対応マニュアルの打
ち合わせ実施予定

自主事業・
提案事業

－

施設管理

①自動ドア保守点検
②受水槽清掃
③床、ガラス清掃業務
④空調設備保守点検
⑤消火設備保守
⑥電気設備保守点検
⑦昇降機保守点検
⑧警備業務
⑨清掃業務

①自動ドア保守点検（年4回予定　5,8月実施）
②受水槽清掃（年1回　1１月予定）
③ガラス、床清掃業務（年1回　12月予定）
④空調機器保守点検（年4回予定　6,9月実施）
⑤消防設備保守（年2回予定　8月に実施）
⑥電気設備保守点検（年7回予定　7,9月実施）
⑦昇降機保守点検（月1回実施）
⑧警備業務（閉館後から会館及び休館日　機械警備による警
備）
⑨施設清掃業務（月～金　9時から12時の間3人で実施）
⑩交流センター管理業務（月～土　9時～17時）
⑪趣味の教室補佐業務（月～金　講座開講時に就業 各講座
毎に1人で実施）

区　分 確　認　事　項 履　行　状　況

利用者
サービス

①開館日・開館時間の遵守
②適切な人員配置
③広報の方策
④苦情への対応

①岐阜市高齢者福祉会館条例施行規則第２条のとおり履行
②事務局長、常勤、非常勤（週１回）を配置
③ＰＲチラシの配布、施設内に掲示
④苦情に対する迅速な処理を適切に行うよう必要な指導を随
時実施

3552

会議室 596 961 1335 1362 1317
各室利用
人数（人）

高齢者交流センター 1059 3766 4524 3931

利用者数（単位：人） 1,655 4,727 5,859 5,293 4,869

施設概要
◇構造:鉄筋コンクリート造３階建て（うち２階・３階部分）　◇敷地面積:1,899.46㎡　◇延べ面積:2,159.47㎡　◇開館:平
成３年４月　◇施設内容:高齢者交流センター、展示コーナー、附属設備（会議室）、サロン、駐車場

R2 上半期 R1 下半期 R1 上半期 H30 下半期 H30 上半期

料金制 使用料

指定管理委託料（年額） 15,257,407円/年

施設の設置目的
高齢化社会の進展に伴い、高齢者の福祉増進を図るため、高齢者に対し、総合的な情報を提供するとともに、各種の
相談に対応することを目的として、ふれあいの館「白山」を設置する。

指定管理者名 公益社団法人　岐阜市シルバー人材センター

指定期間 平成２９年４月１日～令和４年３月３１日

選定方法 公募

施設名 高齢者福祉会館 所管課 高齢福祉課

所在地 岐阜市鶴田町３丁目７番地4



４．利用者評価

５．指定管理者の選定基準に基づく評価

指定
管理者

所管課
評価

委員会

Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ

Ａ

Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ

D D D

Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ

Ａ

サービスの質を確保するための体制、
モニタリングなど

・定期的に利用者アンケート調査を実施。

施設の効用（設置目的）を最大限発揮
できるスタッフの配置

・経験のある職員を配置し、スタッフの機動的な対応を図る。

区分評価

・指定管理者が定めた「情報公開規程」に基づき対応。
・「広報ぎふ」、ホームページ等多様な手段で情報提供。

区分評価

効果性

事業計画書の
内 容 が 、 対 象
施設の効用（設
置目的）を最大
限 発 揮 す る も
のであること

利用者ニーズ、苦情などの把握方法及
び対応方策など

・「御意見箱」を常設するとともに、日々の業務を通じたニーズ把握。
・指定管理者が定めた「苦情解決に関する事業実施要綱」に基づき対
応。

利用者に対するサービス向上の方策
（窓口応対、プロモーション、設備の整
備など）

・研修会等により、接遇技術の向上を図る。
・施設の点検など、快適な環境に努める。

利用促進、利用者増の方策
・「広報ぎふ」、ホームページ、施設内の掲示板等、多様な手段で広
報。
・講座・サークル活動の充実を図る。

区 分 選定基準 評　価　項　目 具体的な業務要求水準
評　　価

公平性
透明性

住民の平等利
用が確 保 さ れ
ること

平等利用を確保するための体制、モニ
タリングなど

・「広報ぎふ」の他、ホームページ、施設内の掲示板を活用。
・講座受講生は定員を超えた場合、第三者立会いのもとで抽選し、抽
選にもれた方にはサークルを紹介する。
・「御意見箱」を設置し、利用者の声を把握。

情報公開、広報の方策

利用者アンケートの
実施状況

　8月28日から9月30日の間、会館利用者及び「趣味の教室」受講者に対し、アンケート用紙を配布して無記名で意識
調査をした。

利用者アンケートの
実施結果

・回収総数　76人　・性別　男性　16人　女性 48人　無回答　12人
・年齢　60～64　0人　65～69　20人　70～74　26人　75～79　15人　80～84　7人　85～89　2人　90以上　0人　無回答
6人
・職員の対応　　　満足　81.3％　ほぼ満足　18.7％　  やや不満　　0％　　不満　　0％
・施設の管理　 　 満足　59.1％　ほぼ満足　34.8％　　やや不満　6.1％　  不満　　0％
・講座の内容　　　満足　66.2％　ほぼ満足　30.9％　　やや不満　2.9％　　不満　　0％
・全体的満足度　 満足　66.7％　ほぼ満足　33.3％ 　 やや不満　　0％　　不満 　 0％

利用者からの
要望・苦情と
対処・改善

・ロビーにおいて、エアコンから黒いすすが出ているとの苦情があり、２階エアコン本体の水による洗浄を行った。



指定
管理者

所管課
評価
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６．指定管理者の取組みに対する自己評価(良否、課題と解決策など)

今期の取組み
に対する評価

【努力した点】
・新型コロナウイルス感染拡大防止の為、感染防止運営マニュアルを作成し、入館者のマスク着用徹底と受講者の検
温、紙タオルの設置、密にならないように受講者の人数制限等を行い、運営している。
・新型コロナウイルス感染拡大防止の為、独自に会館入り口での手指消毒の設置、簡易マスクの用意、エレベータで
の人数制限と非接触用綿棒の設置、受付での卓上パーテーションの設置を行っている。
・1階ロビーにて、情報コーナーを設置し、岐阜市内を中心としたイベント等の情報を発信ししている。
・会館１階にて会員手作りの弁当、小物販売、野菜販売を行い、喫茶スペースを設け、近隣の公民館にチラシを設置し
てもらっている。
・1階喫茶スペースの展示コーナーにて、会員や講座の受講者による作品展を開催している。
・オンデマンド計測やこまめな消灯、適正なエアコンの温度設定など行い、省エネとエコに努めている。
・アンテナショップでのチラシ配布などＰＲ活動を行っている。
・来館者専用の２６台分の駐車スペースを確保している。

【反省点】
・新型コロナウイルス感染拡大防止対策については、管理者として高齢者福祉会館にふさわしいできるだけの対応に
努めたが、何を行うことが適切であったのかなど、始めは手探りの状態であった。

【自己評価】
・新型コロナウイルス感染拡大防止に努めながら、開館再開より利用者を少しずつ増やしている。

区分評価

貢献性

事業計画書の
内 容 が 、 岐 阜
市 あ る い は施
設がある特定
の 地 域 （ 以 下
「 地 元 」 と い
う。）の振興、活
性 化 な ど に貢
献できるもので
あること

地元の法人その他の団体の育成（一部
業務の再委託先）

・地元の法人その他の団体に業務の一部を委託。

地元での社会活動等への参加
・施設周辺の日常清掃の実施など地域環境美化へ積極的に取り組
む。

地元団体との連携、地元住民等との交
流（世代間交流など）

・地元自治会、地域包括支援センター、市民健康センター・ふれあい
保健センター等との連携を図る。
・地元住民との交流を図り、地域福祉の向上に努める。

区分評価

安定性
安全性

事業計画書に
沿 っ た 管 理 を
安定して行う物
的 能 力 、 人 的
能力を有してい
ること

経営基盤の安定性
・民事再生法や破産法に基づく再生／破産手続き開始の申立てをし
ていない。
・市税等の滞納がない。

組織及びスタッフ（採用予定者も含む）
の経歴、保有する資格、ノウハウ、専門
知識等

・過去に高齢者福祉等の仕事に携わった経験のある人材を配置。

スタッフ（採用予定者も含む）の人材育
成の方策

・研修等により人材の育成を図る。

リスクへの対応方策（防止策、非常時の
対応マニュアルなど）

・指定管理者が作成した「危機管理マニュアル」、「地震防災マニュア
ル」等に基づき対応。

効率性

事業計画書の
内 容 が 、 管 理
経費の縮減が
図られるもので
あること

収支計画の妥当性 ・収支計画に沿った運営。

管理経費縮減の具体的方策

・運営管理している他施設との一括発注及び指定管理期間を超えな
い複数年契約による経費削減。
・利用者サービスを低下させない範囲内での節水・節電等による光熱
水費等の縮減。

スタッフ配置の妥当性（無理はないか） ・サービスを低下させないように、効率的に職員を配置。

区分評価

区 分 選定基準 評　価　項　目 具体的な業務要求水準
評　　価



７．所管課の意見

８．指定管理者評価委員会の意見

　新型コロナウイルス感染拡大の影響により利用者数を大幅に減らしているものの、感染対策が可能な講座・サークル等については積極的に
再開を進めている。比較的広い施設を活かし、太極拳等の運動講座についても再開を進めている。
　新型コロナウイルス感染症対策として、エレベーターに立ち位置を示すテープを貼り、ボタン押下用の使い捨て綿棒を設置するなど、細かい部
分まで感染対策に気を配っている。
　３密の回避を含めた感染対策の徹底と、利用の促進の両立という困難な管理運営を求めることになるが、高齢福祉課と連携を取り進められた
い。

・新型コロナウイルス感染症対策について、利用者の安心・安全の確保のために万全を期していることが分かった。
・地域での発信等、ホームページや広報ぎふ以外の手段で、事業対象者である高齢者への周知を積極的に行うよう努められたい。
・その他事務局のとおりと認める。

前回までの意見を
踏まえた取組み状況

【取組み状況（検討結果、取組中・取組済みのもの等】
・新型コロナウイルス感染拡大防止に引き続き努めながら運営をしていく、。
・１階施設も含め会館全体を活用し、利用者の増加を図っていく。

今後の取組み

・新型コロナウイルス感染拡大防止に努め、趣味の教室講座の運営を行っていきます。
・地域の情報発信スペースや野菜市、小物や弁当の販売及び喫茶スペースなどを活用し講座等のＰＲを行っていきま
す。
・1階喫茶スペース内にある展示コーナーにおいて、講座の受講者による作品展などを開催することにより、作品発表
による交流センター講座のＰＲを行っていきます。
・未使用部分の消灯監視など館内の省エネや需用費（コピー用紙代）などは印刷物の削減、両面印刷、縮小印刷の徹
底などを行い経費削減にも努めていきます。
・周辺自治会へのＰＲ活動を継続的に行っていきます。


